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本加算について、別途通知等が発出された場合は、そちらを参照ください。



オンライン資格確認の原則義務化への対応

Q５:令和5年4月よりオンライン資格確認の導入が原則義務化となりますが、オンライ
ン資格確認端末とレセプトコンピュータや電子カルテシステムとの連携は必要で
しょうか。

A５:オンライン資格確認端末のみでも、オンライン資格確認や医療情報の閲覧は可能
であるため、レセプトコンピュータや電子カルテシステムとの連携は必須ではご
ざいません。

→義務化の条件をひとまずクリアするだけであれば、レセコンや電子カルテと連携せ
ずに、オンライン資格確認システムの導入のみで可能です。

→オンライン資格確認対応のため、レセコンや電子カルテの買い替えによる高額な見
積もりが出されている場合には、ひとまず、オンライン資格確認システムのみを導
入し、買い替えのタイミングに連携するという選択肢もあります。

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#gimukaQA01

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を取得するためには、

次のページ以降の対応が必要になります。
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「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」取得のために必要なこと

•１．オンライン請求の実施

•２・オンライン資格確認の体制確保

•３．ポスターの掲示

•４．初診問診票の改訂

•５．同意情報の確認体制の確保
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https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000975090.pdf 4



https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#kasan 5



「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得

【施設基準】

①レセプトをオンラインで請求していること

②オンライン資格確認を行う体制を有していること

なお、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始
日を登録すること

③次の内容を保険医療機関・保険薬局の見やすい場所及び
ホームページ等に掲示していること

・オンライン資格確認を行う体制を有していること

・保険医療機関を受診した患者/保険薬局に来局した患者
に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報
を取得・活用（※）して診療/調剤を行うこと

（※）この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的項
目を新たに定めることを予定（スライド８）
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「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得

【加算点数】 施設基準を満たしたうえで、

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１ 初診時４点

1-1 患者がマイナ保険証を持参しなかった場合（2-2の場合
を除く）

1-2 患者がマイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意し
なかった場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算２ 初診時２点

2-1 患者の同意を得た上でマイナ保険証で薬剤情報、特定健
診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療等を
行った場合

2-2 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を
受けた場合

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#kasan
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●「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に関す
る時限的な初診料の増点と再診料項目の追加

• 厚生労働大臣、財務大臣による大臣折衝において、令和５年
度予算における診療報酬上の対応として、「オンライン資格確
認の導入・普及の徹底の観点から、令和５年12月末までの間、
初診時・調剤時における追加的な加算、再診時における加算
を設定するとともに、加算に係るオンライン請求の要件を緩和
する」ことが検討項目として挙げられ、諮問機関である中医協
での議論ののち、同加算に修正が加えられました。
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令和5年4月～12月31日までの時限措置



「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得

【施設基準】（緩和措置）

④ 加算要件の特例として、オンライン資格確認の体制整備
は完了しているが、オンライン請求を行っていない（光ディ
スク提出などの）医療機関について、

オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届
け出を行うことで、「医療情報・システム基盤整備充実体制
加算」の要件を満たしたこととして、加算が取得できること
になりました（令和5年12月31日まで）。

（※）この情報の取得・活用の具体的な方法として、上記にあわせて、初診時の問診票の標準的項
目を新たに定めることを予定（スライド８）
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令和5年4月～12月31日までの時限措置



「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得

【加算点数】 施設基準を満たしたうえで、（初診時）

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１ 初診時４点→６点

1-1 患者がマイナ保険証を持参しなかった場合（2-2の場合を除
く）

1-2 患者がマイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しな
かった場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算２ 初診時２点（変更なし）

2-1 患者の同意を得た上でマイナ保険証で薬剤情報、特定健診情
報、その他必要な情報を取得・活用して診療等を行った場合

2-2 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け
た場合

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#kasan
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令和5年4月～12月31日までの時限措置



「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の取得

【加算点数】 施設基準を満たしたうえで、 （再診時）

医療情報・システム基盤整備体制充実加算３ 再診時２点（新設）

1-1 患者がマイナ保険証を持参しなかった場合（2-2の場合を除
く）

1-2 患者がマイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しな
かった場合

再診時 加算無し

2-1 患者の同意を得た上でマイナ保険証で薬剤情報、特定健診情
報、その他必要な情報を取得・活用して診療等を行った場合

2-2 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受け
た場合

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#kasan
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令和5年4月～12月31日までの時限措置



初診時「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」取得フロー図

ＯＲオンライン請求
を実施している

オンライン資格確認を導入している

ポータルサイトで運用開始日を登録した

他の医療機関からその患者の
診療情報を受け取って活用した

患者がマイナ保険証
を持参しなかった

患者が
診療情報の取得
に同意しなかった

充実加算１
６点を算定

充実加算２
２点を算定

オン資格対応について医療機関の見やす
い場所及びホームページ等で掲示している。
必要に応じて患者に説明をしている。

初診時の問診票がオン資格
確認の項目に対応している

＜加算点数＞初診時

下記条件によって、算定で
きる点数が決まります。
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令和５年12月までにオン
ライン請求を始めるとい
う届け出をしている場合

＜施設基準・算定要件＞

すべて「はい」の場合だけ算定できます。

令和5年4月～12月31日までの時限措置



再診時「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」取得フロー図

ＯＲオンライン請求
を実施している

オンライン資格確認を導入している

ポータルサイトで運用開始日を登録した

他の医療機関からその患者の
診療情報を受け取って活用した

患者がマイナ保険証
を持参しなかった

患者が
診療情報の取得
に同意しなかった

充実加算３
２点を算定

加算なし

オン資格対応について医療機関の見やす
い場所及びホームページ等で掲示している。
必要に応じて患者に説明をしている。

再診時に薬剤情報の確認、必要に
応じて健診情報等の確認を行う

＜加算点数＞再診時

下記条件によって、算定で
きる点数が決まります。
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令和５年12月までにオン
ライン請求を始めるとい
う届け出をしている場合

＜施設基準・算定要件＞

すべて「はい」の場合だけ算定できます。

令和5年4月～12月31日までの時限措置



患者の皆様へ
〇当院は診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めています。
〇正確な情報を取得・活用するため、マイナ
保険証の利用にご協力をお願いいたします。

見やすい場所及びホーム
ページ等に掲示

１．院内掲示については、運用開始時に
送られてくるポスターの下に、赤枠の文
言の紙などを張り合わせて掲示する。

https://www.mhlw.go.jp/content/1
2400000/000820450.pdf

２．ホームページ等への掲示は、
・自医療機関のホームページ
・自治体、地域医師会等のホームページ
や広報誌
・医療機能情報提供制度のページ
等への掲載等が該当。（疑義解釈 問６）

加算に関する疑義解釈通知
https://www.mhlw.go.jp/content/1
2404000/000985149.pdf
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特定健診情報その他必要
な診療情報を取得・活用
（※）を満たす対応

初診時の問診票がオンライン資格
確認への対応が必要です。

別紙様式54 を参考に、

・現在利用中の初診問診票と見比
べて、必要な項目の追加を行う。

・患者への掲示のため下段の記載
を問診票に追加する必要もありま
す。

初診時の標準的な問診票の項目等
https://www.mhlw.go.jp/content/
12404000/000985121.pdf 15



既存の初診時問診票の改訂
＜既存の初診時問診票にあると思われる項目＞

（なければ追加してください）

○他の医療機関からの紹介状を持っていますか？

（はい・いいえ）

○本日受診した症状について教えてください。

・・・症状の内容、発症時期、経過 等

○現在、他の医療機関に通院していますか？

・・・医療機関名、受診日、治療内容 等

○これまでに入院や手術など大きな病気にかかったことがあ
りますか？

・・・病名、時期、医療機関名、治療内容 等

○これまでに薬や食品などでアレルギーを起こしたことがあ
りますか？

・・・原因となったもの、症状 等

○現在、妊娠中又は授乳中ですか？（女性のみ）

・・・妊娠週数 等
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＜一部変更となる項目＞

○現在、処方されているお薬がありますか？（マイナ
保険証で情報取得に同意された方は、直近１ヶ月以内
の処方薬以外は、省略可能です）

・・・薬剤名、用量、投薬期間 等

○この１年間で「特定健診」もしくは「高齢者健診」
を受診しましたか？（マイナ保険証で情報取得に同意
された方は省略可能です）

・・・受診時期、指摘事項 等

＜マイナ保険証対応で追加する項目＞

○マイナ保険証による診療情報取得に同意しました
か？

（はい・いいえ）

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算（初診時）
加算１：４点 加算２：２点（マイナ保険証を利用した場合）

上記に加えて
こちらの文言を
記載する必要が
あります。



再診時の対応
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令和5年4月～12月31日までの時限措置

•再診時に薬剤情報の確認、必要に応じて健診情報等
の確認を行う

•現在、情報を確認いただければ、特に書面等に残す
必要はないですが、内容に変更等ある場合は随時変
更いたします。



初診問診票の2枚目として追加（例
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当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算（初診時）
加算１：４点 加算２：２点（マイナ保険証を利用した場合）

○マイナ保険証による情報取得に同意しましたか？

（ はい ・ いいえ ）

○現在、処方されているお薬がありますか？

（ はい ・ いいえ ・ お薬手帳を提出します ）

薬剤名（ ） 用量（ ） 投薬期間（ ）

薬剤名（ ） 用量（ ） 投薬期間（ ）

薬剤名（ ） 用量（ ） 投薬期間（ ）

（※マイナ保険証で情報取得に同意された方は、直近１ヶ月以内のお薬のみお書き
ください）

○この１年間で「特定健診」または「高齢者健診」を受診しましたか？

受診時期（ ） 指摘事項（ ）

（※マイナ保険証で情報取得に同意された方は省略可能です）



「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」取得に関するＱＡ

Ｑ

オンライン資格確認の端末設置時に、患者の手間を減らす
ために、同意画面を省いて表示しないようにしていた。この
場合は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算
定できるか。

Ａ

今回の加算は、情報を利活用する体制を評価する加算であ
るため、患者同意により情報を取得できるようになっていな
い状態では、加算が算定できません。

同意取得画面を表示するように設定変更してください。
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「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」取得に関するＱＡ

Ｑ

顔認証付きカードリーダーではなく、汎用カードリーダー
を用いた場合、「医療情報・システム基盤整備体制充実加
算」を算定する方法はあるか。

Ａ

汎用カードリーダーを用いる場合は、受付にて「目視」もしくは「PIN入力」に

よる本人確認を行ったうえで、医療情報の提供同意について、口頭で同意を取得

し、資格確認端末で受付担当者が入力することで算定が可能です。

受付の事務負担が増えますので、顔認証付きカードリーダーの利用を推奨いた

します。

また、オンライン資格確認の補助金を受け取るための条件として、「顔認証付

きカードリーダーの取得」があります。同リーダーの申し込みを行わない場合、

補助金が受け取れませんのでご注意ください。
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「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」取得に関するＱＡ

Ｑ

医療情報の活用について、診療情報の取得同意を
得た後に、どのようにすると情報が閲覧できるのか。

Ａ ３種類の取得方法があります。

a.電子カルテと連携

b.閲覧用端末（パソコン）を設置

c.資格確認端末で閲覧／紙印刷

次ページを参照。

21



https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/irojoho_eturan.pdf 22



https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/docs/7a2d302da53ec16281ac92e604ab5200.pdf

閲覧方法ｃ（資格確認端末）の対応方法
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手順書
閲覧方法ｂ（閲覧用端末）

医療情報閲覧用端末のセットアップ

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/setup_iryojouho.pdf

閲覧方法ｃ（資格確認端末）

資格確認端末にて、医療情報閲覧用端末の画面を利用する

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/setup_iryojouhoetsuran.pdf
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「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に関
するＱＡ
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈通知

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000985149.pdf


